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はじめに

司 会 2024 年 3 ⽉ 29 ⽇、サステナビ
リティ基準委員会（以下「SSBJ」という。）
は 3 つの公開草案、すなわち、サステナビ
リティ開⽰ユニバーサル基準公開草案「サ
ステナビリティ開⽰基準の適⽤（案）」
（以下「適⽤基準(案)」という。）、サス
テナビリティ開⽰テーマ別基準公開草案第
１号「⼀般開⽰基準（案）」（以下「⼀般
基準(案)」という。）及びサステナビリテ
ィ開⽰テーマ別基準公開草案第 2 号「気候
関連開⽰基準（案）」（以下「気候基準
(案)」という。）を公表しました。 

本座談会は、これらの公開草案のうち、
国際サステナビリティ基準審議会（以下
「ISSB」という。）が公表した IFRS S2 号
「気候関連開⽰」（以下「IFRS S2 号」と

いう。）に相当する基準である「気候基準
（案）」について、我が国の資本市場関係
者の皆様に公開草案の内容をよりご理解い
ただく契機としていただくため、基準開発
にあたり委員の皆様がどのようなことを考
えられたのか、また、関係者の皆様に対し
て特にどのような点についてご意⾒を伺い
たいのかについてお話いただくことを⽬的
としています。 

司会は、私、中條が務めさせていただき
ます。 

 
(※編注 以後、各委員の発⾔は、所属す
る組織の意⾒ではなく、個⼈の意⾒であ
る。) 
 

温対法にもとづく温室効果ガス排出量の報告

司 会 最初のテーマは、「地球温暖化
対策の推進に関する法律」（以下「温対法」
という。）に基づく温室効果ガス排出量の
報告です。「気候基準（案）」では IFRS
サステナビリティ開⽰基準（以下「ISSB
基準」という。）と同様に、温室効果ガス
排出の絶対総量の開⽰にあたって、GHG
プロトコルに基づく測定を求めていますが、
法域の当局⼜は上場する取引所が異なる測
定⽅法を⽤いることを要求する場合には、
その報告を⽤いることができるとしていま
す。我が国の場合は、温対法に基づく温室
効果ガス排出量の報告がこれに該当すると
考えられますが、温対法に基づく算定期間
は、企業の決算期にかかわらず⼀定のため、
サステナビリティ情報の報告期間と異なる
ことがあります。この点については、報告

期間の乖離をどこまで許容するかなどにつ
いて意⾒が分かれたため、審議を振り返っ
て、それぞれのお⽴場から、皆さんのご意
⾒を伺えればと思います。 

まず、勝部委員、お願いいたします。 
 
勝 部 温対法の報告値は、その時点で

の企業の CO2 排出量を可視化したものです
が、その背後にある⽬的は、企業の CO2 削
減の取組みを推進するということと考えて
います。IFRS S2 号に基づく情報開⽰でも、
基本的には CO2 削減に関する企業の戦略や
取組みを利⽤者に理解いただくことが⽬的
であり、それは温対法報告の⽬的と共通し
ていることから、温対法に基づく報告と、
投資家への情報開⽰との整合をとることが
重要だと思っています。この点については、

はじめに 

温対法に基づく温室効果ガス排出量の報告 
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他の委員の皆さまと⼤きな異論なく議論を
進めることができました。算定・報告時期
の両者の相違について⼀定の条件はあるも
のの、基本的には温対法報告をそのまま投
資家向けの情報開⽰に使えるという形にな
ったのは、現時点では妥当ではないかと考
えます。今年度も、次期エネルギー基本計
画や、国の CO2 削減⽬標（NDC）の⾒直
し、さらにグリーン・トランスフォーメー
ション（GX）関係の制度設計の具体化検
討等が予定されており、政策・事業環境も
変化することが予⾒されます。そのような
状況も踏まえて、作成者の⽴場では、⼀貫
性をもって制度に基づく報告と、投資家向
けの情報開⽰ができ、また、利⽤者への有
⽤性と作成者の業務負荷が適切なバランス
となるよう、継続して議論させていただけ
ればと思っています。 

 
司 会 ありがとうございます。それで

は、菊池委員、お願いいたします。 
 
菊 池 温対法に関して、この公開草案

の中での位置付けを考えると、ISSB 基準
との⽐較で、ここが⼀番⼤きな差異ではな
いかと考えています。もっとも、⽇本にお
いては温対法による報告が定着しているの
で、この情報をどのように開⽰される企業
の負担にならないように⽣かしていくかと
いう論点が⾮常に重要だと思います。しか
し、その期⽇がかなりずれてくるというこ
とに関しては、データのユーザーという⽴
場からすると、⼤きな問題があるのではと
思っています。特に、有価証券報告書とい
う媒体は、決算期末における企業の状況を
幅広く開⽰いただき、分かりやすく説明い
ただく媒体であると思いますので、報告期
間を極⼒合わせていただくことが、つなが
りという観点でも極めて重要になってくる

と思います。この課題をどのように考えて
いくかということは、公開草案で完全な回
答になっている訳では必ずしもなく、今後
の継続した議論が必要なのではないかと思
っています。 

それから、温室効果ガス排出量というこ
とに関して、温対法から若⼲論点はずれる
のですが、追加でお話をさせていただくと、
スコープ 3 の開⽰は、ユーザーとして⾮常
に重要性が⾼い情報だと考えていることを
挙げたいと思います。もちろんスコープ 3
の計算の⼿法等に関しては、さまざまな論
点があることを認識していますが、バリュ
ー・チェーンにおいて、どのようなリスク
と機会が存在しているのかを整理するには、
スコープ 3 を算定していただくという作業
が、可視化という点で重要になると思いま
す。 

最後に、もう 1 つだけお話をさせていた
だくと、この温対法による開⽰にも関連す
ることですが、温室効果ガス排出全体とし
て、その計算の基礎となるデータをいかに
整備していくかという論点を強調する必要
があると考えています。これは基準そのも
のの議論ではありませんが、基準にいかに

東京海上アセットマネジメント(株) 
ESG スペシャリスト 菊池 勝也⽒
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対応していただくかという観点で⾮常に重
要な論点となると思っており、基盤となる
データ整備の議論が、この基準をきっかけ
に進んでいけば、⽇本の情報開⽰が向上し
ていくのではないかと考えています。 

 
司 会 ありがとうございます。それで

は、峰雪委員、お願いいたします。 
 
峰 雪 作成者からの意⾒ということで

すが、最初に中條委員からご説明があった
ように、ISSB 基準が GHG プロトコルの採
⽤を提唱しているなかで、今回の SSBJ 基
準案においては温対法に基づく開⽰を認め
たことは、温対法の作成実務が定着しつつ
ある中では、⾮常に実務感覚に沿った形な
のではと考えております。温対法と GHG
プロトコルという 2 つの数字が出回ること
は、利⽤者の皆様⽅にとっても決して望ま
しいことではないと思いますので、そうい
った意味合いでも、温対法に基づく開⽰を
認めたのは⾮常に良いことと感じておりま
す。 

もう 1 つ議論にあったのは、報告期間に
ついてであり、実質的に 1 年前の温対法提
出数値での開⽰となると、最⼤ 15 か⽉の
ずれがあるというところに関して、その適
時性の議論があったと認識しております。
理想を⾔えば、当然期間を合わせることに
なると思いますが、温室効果ガス排出量を
算定する実務、もしくは今後導⼊されるで
あろう第三者の保証業務といったところを
考えると、今回の公開草案は現実的なとこ
ろなのではと思っております。そもそも気
候関連のサステナビリティ課題というのは、
短期的に解決するものではなく、2030 年
や 2050 年といったように⾮常に息の⻑い
⻑期的な課題ではあると思いますので、そ
れに向けてどう対応するのかを、⾮常に息

の⻑い情報をプロットしてフォローしてい
くことが、今後、⾏われていくのではない
かと思います。そのような意味合いで、こ
の 15 か⽉のずれをどこまで許容するのか
というのが、今後の議論になってくるので
はと考えておりますが、作成者側としては、
費⽤対効果で考えると許容され得るのでは
ないかと考えております。加えて、作成者
側としては、法定開⽰という観点では最⼤
15 か⽉ずれるかもしれませんけれども、
実際には 7 ⽉末に提出した温対法のデータ
を、法定書類には間に合わないかもしれま
せんが、例えば、ホームページで公表する
などの対応も考えていくと思いますので、
そうなれば、15 か⽉ほどの差異も出ない
のではと考えております。 

 
司 会 ありがとうございます。それで

は、宮坂委員、お願いいたします。 
 
宮 坂 作成者の⽴場で申し上げますと、

⾃社としては、温対法報告をしつつも、グ
ループ・グローバル・ベースで GHG プロ
トコルに沿った報告をしています。そのた
め、今回の公開草案で議論が分かれました
1 年を超える場合の定めについては、実は
ニュートラルでありましたが、作成者とい
いましても、さまざまな規模や準備状況の
企業が含まれることを考慮しますと、今回
1 年を超える場合に⼀定の事項を開⽰する
としており、便益と負荷のバランスを考慮
した合理的な案ではないかと思い、賛同し
ています。 

⼀⽅、⾦融機関、とりわけ私ども銀⾏の
ケースは、スコープ 3 のカテゴリー15 にお
いてファイナンスド・エミッションを開⽰
する必要があり、その計測には投融資先の
温室効果ガス排出量を使います。これには
多数の企業のデータを使うので、外部ベン
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ダーのデータなどを使うのが⼀般的になる
かと思います。スコープ 3 を開⽰する作成
者の⽴場としては、開⽰データの品質を⾼
めるためには、企業のデータ品質も⾼くな
いと、結果として⾼められないということ
になるので、やはりそのデータ⾃体は新し
いものであることが望ましいと思います。
ただ、現状は、このようなデータ品質や⼊
⼿可能なタイミング⾃体に課題があり、こ
の課題は時間をかけて改善されるものだと
思っていますので、今回、企業に過⼤な負
荷とならない公開草案となったのは良かっ
たのではないかと思います。 

もう 1 点、温対法とは直接関係のない話
になるかもしれませんが、仮に 3 ⽉決算の
企業が 6 ⽉に有価証券報告書で報告する場
合、実務上の算定期間が短くなるため、4
⽉から翌 3 ⽉の期間について、特に 1 ⽉か
ら 3 ⽉については、すべて実測データを使
うのが難しいのでは、という声が社内外か
ら多く聞かれています。特に、賃借物件の
電⼒データなどが⾮常にぎりぎりになると
聞かれており、おそらくこの点は⾒積りな
どを使っていくのではないかと想定してい
ます。ただ、この点は、実務が浸透してい
く中で全体として早期化していくのではな
いかと考えています。 

 
司 会 ありがとうございます。では、

森委員、お願いいたします。 
 

森 温室効果ガス情報は、気候リス
クあるいは機会の⼤きさを表す⾮常に重要
な情報と考えております。また炭素集約度
や炭素⽣産性というように、温室効果ガス
排出量と売上⾼⽣産額、付加価値といった
財務指標との関係性を指標化し、ベンチマ
ークする実務もございます。企業の状況を
表すファンダメンタルな指標としての位置

付けが強まっており、こうした位置付けは、
今後、より⼀層重要になってくるのではな
いでしょうか。⽇本では、温対法において、
温室効果ガス排出量に関する算定・報告・
公表制度（以下「SHK 制度」という。）
が設けられ、この制度への対応という形で
排出量の算定実務が発展してきた側⾯があ
ります。この制度は、基本的に国内におけ
る排出事業所単位の報告であり、企業単位
あるいは連結グループ単位ではないことか
ら、多くの企業はこの SHK 制度をベース
としながら、CDP 等のグループ報告に対
応するための仕組みを、それぞれ構築され
てきたと認識しています。この排出量の算
定⽅法に関して、GHG プロトコルと温対
法の制度との間には、いくつか差異がある
とは考えておりますが、算定⽅法⾃体に⼤
きな差はないと考えております。 

SHK 制度の排出量を活⽤する際にもっ
とも⼤きな課題となるのは、報告の対象期
間のギャップと考えています。温室効果ガ
ス指標の重要性、そして、その有⽤性確保
の観点からは、報告の対象期間を財務情報
と合わせることが⼤事だと思います。例え
ば、東⽇本⼤震災やコロナ禍の際には、期
間によって⽣産量及び排出量の⼤きな変動
がありました。このような特殊要因がない
場合であっても、⽣産量やそれに伴う排出
量というのは、年によって、期間によって
変動します。財務諸表と温室効果ガス情報
の報告期間にずれがあると、⽣産額当たり
排出量などの炭素集約度の指標によるベン
チマークや、排出量パフォーマンスの要因
分析が、かなり難しくなってくると思いま
す。この意味で、私⾃⾝は、本来的には原
則通り同⼀報告を求めていくことが必要と
考えております。 

⼀⽅で、⽇本において、そもそも有価証
券報告書の提出期間が決算⽇後 3 か⽉とい
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うこと、そして排出量測定の実務に関する
成熟度合いということを考えますと、両者
の報告期間を⼀致させていくことに⼀定の
ハードルがあることも、理解をしておりま
す。したがいまして、例外的な規定を設け
るというよりは、⼀定期間の移⾏措置を設
けることによる対応が良いのではないでし
ょうか。また、報告期間の⼀致のために早
期の算定が可能な仕組みの整備も必要で
す。企業においては、情報収集プロセスの
構築やシステム化、特に⽉次ベースでの排
出量のモニタリング等が考えられますが、
これに加えて温対法の制度そのものにおけ
る、排出係数の算定の早期化や、情報収集
が容易になる、早期に実施可能な仕組みの
構築、そして⾒積り情報の活⽤といった⼿
当をすることによって、財務情報と⼀致さ
せた期間での報告を早期に実現していくこ
とが重要と考えております。 
 

司 会 ありがとうございます。⾼村委
員は、以前の委員会の中でも、制度整備の
必要性について触れられていましたが、ご
意⾒いただけますでしょうか。 

⾼ 村 まずこの IFRS S2 号に対応した
「気候基準（案）」は、⽇本版のテーマ別
の基準として初めてのものであり、より具
体的な特定のテーマについて基準を作成し、
ドラフトとしてお⽰ししているものです。
気候関連の情報開⽰は、ご存じのとおり
「気候関連財務開⽰に関するタスクフォー
ス」の提⾔（以下「TCFD 提⾔」という。）
のプラクティスも企業の中で進んでおり、
プライム上場企業は TCFD 提⾔に準拠した
開⽰を既にここ 2 年ほどなさっているかと
思います。皆様からもありましたように、
⽇本では、2006 年から、既に温対法の
SHK 制度のもとで、スコープ 1 及びスコー
プ 2 に該当する排出量については、多くの
企業に報告をしていただいております。プ
ライム上場企業を優に超える、1 万を超え
る企業が対象になっていますので、いま
「気候基準（案）」に基づく開⽰の適⽤対
象として想定をされている「プライム上場
企業ないしはその⼀部」に該当する企業は、
多くが温対法の SHK 制度の対象になって
いるかと思います。なお、関連するエネル
ギーの使⽤量については、省エネ法の下で
何⼗年という⻑い報告の蓄積があります。 

今回の「気候基準（案）」の開発を踏ま
えて、⼤きく 2 つ申し上げたいと思います。
1 つは、森さんが述べられた財務報告との
同時報告についてです。今回開発をした基
準はいずれも、シングル・マテリアリティ、
つまり投資家の決定に影響を持つ情報を重
要性のある情報として開⽰を求めるという
考え⽅に基づいています。そのような観点
からは、菊池さんもお話された点でありま
すが、財務報告とのコネクティビティが重
要であり、原則として同時報告だと思いま
す。これは、ISSB の国際基準の考え⽅も
そうだと思います。ただし、制度的に必ず
しも容易ではないというのはご指摘にあっ

⽇本公認会計⼠協会 
テクニカルディレクター 森 洋⼀⽒
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たとおりで、3 ⽉末の⾦融審議会「サステ
ナビリティ情報の開⽰と保証のあり⽅に関
するワーキング・グループ」でも発⾔をさ
せていただきましたが、温対法の下での排
出量の報告期限が 7 ⽉末までであり、その
算定に必要なエネルギーの排出係数の修正
が場合によっては 5 ⽉頃に⽣じることもあ
ります。できるだけ同時報告ができるよう
に、温対法の報告期限を環境省、経産省を
はじめ他の省庁と調整して何とか早められ
ないかというのは 1 つの検討のオプション
だと思います。もう 1 つの検討のオプショ
ンは、有価証券報告書の提出期限の「3 か
⽉」を後ろ倒しにする可能性がないのかと
いう点です。同時報告を促進する制度的対
応としてあり得るのではないかと思います。
温対法の提出期限の調整も⾊々⼤変だと思
いますけれども、有価証券報告書の提出期
限を後ろ倒しにすることは、株主総会のタ
イミングや、さらには株主の配当決定のタ
イミングにも影響を与える事項だと思いま
す。同時報告であることを原則としつつ、
基準では制度の現状を踏まえた案をお⽰し
していますが、国として、企業がしっかり
同時報告ができる、⼜はできるだけそれを
可能にする制度整備を⾏うことが必要では
ないかと思います。 

それから 2 つ⽬は、スコープ 3 の開⽰で
す。この委員会の中でも意⾒が⾊々出た点
ですが、今回の草案では IFRS S2 号に沿う
形で開⽰を求めています。私もその形の開
⽰に賛同した 1 ⼈です。企業活動が直接的
にサステナビリティ課題に対して影響を与
える、結果としてそれが投資家の決定に影
響を与えるとともに、⼈権などもそうです
が、取引関係を通じたサステナビリティ課
題への企業の対応のありようや、取引関係
あるいはサプライ・チェーン、バリュー・
チェーン全体への注意義務について、社会

的な関⼼も期待も⾼くなっており、その反
映として投資家の注⽬度も上がっていると
思います。スコープ 3 の排出量は、取引関
係を通じた気候変動のリスク及び機会を識
別して企業が対応するものであり、算定さ
れたスコープ 3 の排出量の増減を単純に評
価するための開⽰ではないと思います。む
しろその開⽰された情報をもとに気候変動
のリスク及び機会を企業がどのように考え、
どう対応しようとしているかについて、企
業と投資家とが意味のある対話を進めるた
めの⼿段、あるいはツールとしてのスコー
プ 3 の開⽰と考えています。⽶国証券取引
委員会（SEC）が、スコープ 3 の開⽰につ
いて義務的な開⽰事項から外したわけです
が、国際基準や欧州の開⽰基準、⽶国でも
カリフォルニアなどの州の対応も考えると、
先ほど申し上げました算定された排出量の
増減を単純に評価するというよりは、投資
家との意味ある対応をしっかり進めるため
の⾮常に重要な開⽰の情報であるという観
点から、開⽰を進めることが必要だと思っ
ています。 

ご存じのとおり、いずれにしても開⽰が
求められるのはマテリアリティのある情報
に限られるということでもあります。温対
法のもとでも、いまはスコープ 3 について
の情報の提出を推奨するようになっていま
す。しかし、同時に、スコープ 3 の開⽰に
は、情報基盤の整備や⽀援が不可⽋だと思
っております。特に、取引相⼿となるサプ
ライヤーに中⼩企業が含まれているとする
と、プライム上場企業ないしはその⼀部の
企業がスコープ 3 の情報開⽰をしていくと
きにも、中⼩企業を含めた⽇本企業のこう
した排出量データがしっかり把握をされ、
うまくつながる情報基盤の整備が⼤きな課
題ではないかと思います。 
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司 会 ありがとうございます。温対法
につきましては、今後複数の制度での報告
が⾏われる中での実務の負担と、原則とし
て報告期間を合わせることによる情報の有
⽤性のバランスをどのように考えていくか、
またそれを SSBJ 基準において検討するこ
とだけでなく、制度の環境整備の中で、取
組みを促進していくことが⼤事なのではな

いかというご意⾒かと思います。また、ス
コープ 3 につきましては、⽶国証券取引委
員会の規則を踏まえたご意⾒も伺っており
ますので公開草案へのコメントも踏まえて、
SSBJ の中で議論できればと思います。 

 
 
 
 

スコープ 2 温室効果ガス排出におけるロケーション基準とマーケット

基準 

司 会 では、続きまして、スコープ 2
のロケーション基準とマーケット基準につ
いて、ご意⾒を伺えればと思います。スコ
ープ 2 の温室効果ガス排出の測定にあたっ
ては、ロケーション基準とマーケット基準
という 2 つの基準があります。ISSB 基準で
はロケーション基準とともに契約証書に関
する情報の開⽰が求められていますが、
SSBJ 基準の中では ISSB と同様の取扱いを
定めるか、マーケット基準の開⽰を求める
かについて、さまざまなご意⾒があったか
と思います。特に、この論点については、
作成者の⽅々の意⾒も異なっていたかと思
いますので、まず作成者の皆様からご意⾒
を伺えればと思います。 

では、宮坂委員、お願いできますでしょ
うか。 

 
宮 坂 作成者として、まず当社につい

て申し上げると、スコープ 2 はロケーショ
ン基準及びマーケット基準の両⽅を計測開
⽰しています。マーケット基準には削減努
⼒が反映されるため、⽐較的多くの企業で
実務が浸透していると理解しています。⼀
⽅、ISSB 基準は、ロケーション基準に加
えて契約証書の情報を求めていますが、今

回の公開草案は、国際基準との整合性の観
点からロケーション基準をベースとしつつ、
⽇本における実務の状況を踏まえて、契約
証書に関する情報⼜はマーケット基準によ
る情報を求めており、この公開草案につい
て私は⾮常に合理的であると思い賛同して
います。1 点気になった点は、契約証書に
関する情報として何を開⽰すれば要求事項
を満たすのかを、明確にするところまでは
⾄らなかったと思っています。この点は実
務の解釈などが進むにつれて明らかになっ
ていくと良いと思っています。 

ここからは余談になるかもしれませんが、

(株)三菱 UFJ 銀⾏ 経営企画部  
サステナビリティ企画室 室⻑ 宮坂 充⽒

スコープ 2 温室効果ガス排出におけるロケーション基準と 
マーケット基準 
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ISSB がなぜロケーション基準を求めるこ
と に し た か と い う 点 に つ い て 、 改 め て
IFRS S2 号の結論の根拠を読んでみました。
マーケット基準については、契約上の関係
及び企業の調達⾏動によって⽣じるリスク
及び機会を利⽤者が理解できるようにする
とあり、いわゆる再エネの調達などを考え
ると⽐較的クリアかと思っています。⼀⽅、
ロケーション基準については、地域のグリ
ッドの資源及び GHG 排出に関するリスク
及び機会を利⽤者が理解できるようにとあ
り、正直良く分からないと思っています。
読みようによっては、所在する地域によっ
ては排出係数が⾼いことがリスクであると
⾔っており、そうなると移転するような⾏
動を促すことを期待しているのかとも読め
てしまうので、これは本当にそうなのかと
いうのはやや疑問が残ったところです。こ
のような点も踏まえつつ、ISSB が、マー
ケット基準が市場の成熟度に応じて多様性
があるということを考慮したうえでロケー
ション基準を求めたというあたりはクリア
だと思いますので、グローバル・ベースラ
インとしての要求事項としては妥当と考え
ます。 

 
司 会 ありがとうございます。審議の

中でも契約証書について、どのような開⽰
を⾏えば要求事項を満たすのかが明確では
なく、マーケット基準の⽅が、より端的に
企業の活動を⽰すのではないかというご意
⾒もあったかと思います。 

それでは、峰雪委員、ご意⾒いただけま
すでしょうか。 

 
峰 雪 私も作成者側ではありますが、

私はマーケット基準のみで良いのではない
かという意⾒です。その理由につきまして
は、公開草案にも書かれていますとおり、

企業の排出量の実態を的確に表しているの
がマーケット基準ではないかということで
あり、平均的なロケーション基準ではバー
チャルな排出量になってしまうのではない
かということです。さらには、今後さまざ
まな再⽣エネルギーのメニューが増えてく
る中で、例えば、その価格が⾼くなった場
合に、企業努⼒としてスコープ 2 を減らす
ために再⽣エネルギーを⾼い価格で購⼊す
るという判断をすると、財務情報としては
その⾼いコストが織り込まれる⼀⽅で、排
出量の排出係数がロケーション基準である
と、その削減努⼒が排出量の削減という形
では反映されないことになります。したが
って、財務情報とサステナビリティ情報の
コネクティビティという観点からも、マー
ケット基準である⽅が望ましいのではない
かと思っております。マーケット基準のみ
とすると、ISSB 基準がロケーション基準
のため、その同等性の観点で不⼀致になっ
ていくとは思いますが、ここについては委
員会の中でも意⾒がありましたし、いま宮
坂委員もお話されましたが、国際基準がロ
ケーション基準を採⽤した理由が合理的に
納得しづらいと思っておりますので、この
あたりはむしろ国際基準の⽅がもう少し議
論を深めていく必要があるのではと思って
おり、国際基準に対して問題提起をしても
よいのではないかと思っております。 

 
司 会 ありがとうございます。ISSB

も、ロケーション基準とマーケット基準は
それぞれ有⽤であるとしつつも、マーケッ
ト基準については、国際的にみれば市場の
成熟度によっては排出係数の⼊⼿が困難な
状況があることを踏まえ、ロケーション基
準を原則として求めることとした、という
ところもあろうかと思います。本論点につ
いて、勝部委員はどのようにお考えでした
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でしょうか。 
 
勝 部 この論点に関しては、各企業の

CO2 削減の取組みをどちらの基準が適切に
表現でき、利⽤者に理解いただきやすいか
がポイントとなります。基本的には国内の
エネルギー政策を考えると、マーケット基
準ベースが適切ではないかと考えています。
私の会社はエネルギー事業者ですので、ど
のような背景であるのか補⾜しますと、国
内のエネルギー⾃給率が⼤体 1 割ぐらいで、
国際的に⾒ても⾮常に低いレベルにあり、
残りは海外からの化⽯燃料の輸⼊に頼って
います。カーボン・ニュートラルに向けて
移⾏するためには、海外依存の化⽯燃料を、
国産の再⽣可能エネルギーに置き換えてい
く必要があり、そのためには、需要側の取
組みと供給側の取組みを両輪で強⼒に推進
することが重要です。需要側の取組みとい
うのは、例えば、太陽光パネルを屋根の上
に置くなど、需要家⾃らが分散電源を設置
して再エネ化をしていくという取組みで、
⼀⽅、供給側は、発電事業者が洋上⾵⼒や、
⽔素・アンモニア⽕⼒発電所などの開発・
導⼊を進める取組みです。発電事業者の取
組みは、基本的に需要家が再エネ由来の電
気を購⼊する購買⾏動がインセンティブと
なって促進されるメカニズムであり、この
仕組みが可視化できるのが、需要家が購⼊
した電⼒メニューの CO2 排出係数を加味し
たマーケット基準になります。したがって、
投資家向けの情報開⽰においても、マーケ
ット基準に基づき、各企業の CO2 削減の取
組みを説明するのが適切と考えたものです。 

さらに、これらの背景もあって、温対法
等の制度設計は、マーケット基準でのデー
タ集計を⾏うようになっており、情報⼊⼿
や企業間⽐較が、⽐較的やりやすい制度枠
組みを作ってきているという実態もあり、

国内だけを考えるのであれば、マーケット
基準を基本とすることで問題ないと思いま
す。⼀⽅で、ロケーション基準は、国際的
な⽐較可能性の観点で必要というのは理解
できますので、ロケーション基準とマーケ
ット基準を併記して開⽰することが、現状
ではベストな選択肢と考えています。 

 
司 会 ありがとうございます。 
では、⾼村委員お願いできますでしょう

か。 
 
⾼ 村 もう既にご発⾔があったことを

なぞってしまいますが、ISSB 基準はロケ
ーション基準で算定した排出量の開⽰を求
め て お り 、 他 ⽅ で SSBJ の 「 気 候 基 準
（案）」は、ロケーション基準に加えて、
マーケット基準で算定し、実態としての排
出量を⽰すような情報の開⽰を求めていま
す。マーケット基準で算定した排出量また
はそれに相当する情報の開⽰の項⽬を⼊れ
ることについて委員会の中で異論はなかっ
たと思います。それは、開⽰主体である企
業の皆様が、実際に排出係数の低い電⼒等
の契約に切り替えることなどを通じて⾏っ
た削減の努⼒がしっかり開⽰されることが、
企業の皆様にとっても⾃分たちの努⼒を⽰
すことになりますし、投資家の皆様にとっ
ても企業がいま⾜元で気候変動の移⾏リス
クに対してどのように対応しているのかを
知るためにも意味がある情報だということ
だと思います。マーケット基準については、
勝部さんが先ほどお話されたように、国と
しても、カーボン・ニュートラルに向けて
エネルギーを転換していこうと⾊々な諸政
策を取っているときに、排出係数の低いエ
ネルギーを需要家が調達をするインセンテ
ィブを与えるような国の政策との整合性と
いう点もあると思います。温対法も、基本
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的にはマーケット基準の考え⽅に⽴ってス
コープ 2 の排出量の報告を求めており、企
業の皆様の負担は増えないだろうという理
由もあったと思います。それでは、なぜロ
ケーション基準で算定した排出量を開⽰す
るのかというと、こうした⽇本の状況から
すると当然の問いだと思いますが、先ほど
中條先⽣がお話されたように、⽇本以外の
法域において、場合によっては、マーケッ
ト基準の算定に必要な情報が⼊⼿できない、
⼊⼿が難しい可能性もあるということで、
国際基準は普遍的な要求事項にしなかった
と思います。確かにロケーション基準につ
いては、国際機関などが、少なくとも国単
位では算定に必要な排出係数を公表してい
ますので、そのような理由なのではと思い
ます。 

もう 1 つ申し上げたいのは、マーケット 
基準による排出量の開⽰に代わる、いわゆ
る「契約証書に関する情報」というのが、
ISSB 基準の英語の⽂⾔は、若⼲分かりに
くいと思っておりまして、今回公開草案は
⼯夫して書いています。エネルギー関連の
契約についてはさまざまな契約の形態が出
てきていると思っており、いわゆる⾮化⽯
証書など、エネルギーの、特に、排出係数
に影響を与えるような環境価値を取引する
ような形の契約もあります。こうした契約
も含めて、スコープ 2 の排出量を投資家が
理解することができるような、契約上の情
報を出していただくという趣旨のものとし
て、この委員会では議論をしたと理解をし
ています。ただ、電⼒及びガスも含めたエ
ネルギーに係る契約はさまざまですので、
実際に開⽰をされる企業の皆様をはじめ、
多くの⽅からぜひ意⾒をいただきたいとこ
ろです。このような表現で開⽰の要求事項
として理解がしっかりできるかどうかとい

う点は、ぜひご指摘をいただけるとよいと
思います。 

 
司 会 ありがとうございます。委員会

の中でも ISSB 基準における契約証書に関
する開⽰が明確ではない中で、SSBJ 基準
を開発しなければならないという難しさが
あったと思います。 

では、菊池委員、利⽤者のお⽴場で、デ
ータを分析されたり、対話をされたりする
中で、今回の提案についてご意⾒をいただ
ければと思います。 

 
菊 池 ロケーション基準かマーケット

基準かという選択肢を 2 つ並べると、マー
ケット基準の優先順位で⼀番下にロケーシ
ョン基準が⼊っているので、マーケット基
準で⼀本化して何か問題があるのかという
議論は、実はできるのではないかとは思い
ます。⼀⽅で、ロケーション基準が最終的
に ISSB 基準で残った背景として、マーケ
ット基準にしてしまうと、途上国などを中
⼼としてそのデータが揃わないという問題
や、マーケット基準で⽤いている各種のデ
ータが、透明性が担保されているという確
証が本当に取れるのか、というようなこと
があったのではと考えます。もちろん、こ
れは推定の話ではあります。投資家が⼀般
に使っているデータベース上では、ロケー
ション基準とマーケット基準が混在してい
る状況にあります。⽇本と同じように、電
⼒⾃由化が進んでいる国における開⽰に関
しては、ロケーション基準とマーケット基
準の両⽅を開⽰することが、現在の法定開
⽰外の任意の開⽰では推奨されていること
が多く、もちろん両⽅出してくださってい
る会社も結構あるのですが、どちらか⼀⽅
だけ開⽰する会社もあります。繰り返しに
なりますが、データベース上は、ロケーシ
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ョン基準とマーケット基準が混在しており、
⽐較可能性という点では課題を残している
といえます。ただ、ロケーション基準とマ
ーケット基準の問題を⽇本でどのように今
後考えていくかということに関しては、⽇
本の全体としての電源構成の問題や、送配
電網の問題などが存在しており、企業の努
⼒が、ロケーション基準では必ずしも反映
されないところが出てくるので、どのよう
に企業の努⼒を数字上でも明らかにするか
という観点は重要になってくると思います。
公開草案で提⽰している、両⽅開⽰できま
すという⽅針が、現時点の⽇本においては
⼀番良い選択肢ではないかと思っています。 

 
司 会 ⽇本の状況とともに海外での開

⽰の状況についても、共有していただきあ
りがとうございます。 

それでは、森委員、お願いいたします。 
 

森 私もロケーション基準とマーケ
ット基準、どちらの排出量も必要という考
えです。まずロケーション基準だけでは⾜
りないということについて、お話をさせて
いただきたいと思います。これはもう皆様
ご指摘の点だと思うのですが、ロケーショ
ン基準に基づく算定においては、地域平均
の係数を⽤いますので、各社がいま取り組
まれている契約電⼒の選択や、さまざまな
証書を活⽤した取組みといった削減努⼒が、
排出量という指標上、反映されないという
問題があります。こうした企業は、脱炭素、
低炭素型の電⼒に、プレミアム、すなわち
追加コストを払っています。極端な例です
が、ロケーション基準に基づく排出量では、
追加コストを払い、再エネ由来電⼒で全電
⼒を調達している企業と、⽯炭⽕⼒等の低
コストの電⼒で全電⼒を調達している企業
とがあった場合、両者のエネルギー使⽤量

が同じ前提ですと、温室効果ガスの排出量
は同じ計算結果となります。この場合、前
者の企業の財務諸表には、ネット・ゼロ達
成のためのコストが反映されていますが、
後者の企業の財務諸表には反映されていま
せん。そうすると、財務諸表上は、経済的
に負担しているコストが違うので差異が出
てくるのですが、排出量情報に関しては差
がない状態になります。 

このような開⽰が、本当に気候変動リス
クについての有⽤な情報を提供しているの
か、財務諸表とサステナビリティ開⽰の結
合的な利⽤に繋がるのかという問題がある
と思います。投資家による意思決定を誤ら
せる可能性もありますし、また、企業にお
ける低排出電⼒への投資意欲を減退させる
という影響もあるかと思います。加えて、
先ほど菊池さんがご指摘されていましたけ
れども、投資家の⽅々はデータベンダーの
情報を使われているわけですが、ロケーシ
ョン基準のみの開⽰要請ですと、サステナ
ビリティ情報に関するデータベースにマー
ケット基準の排出量がいつまでも載ってこ
ないことにならないでしょうか。サステナ
ブル・ファイナンスの浸透や電⼒市場にお
けるトランジションという観点で障害にな
りかねない課題と考えております。 

さらにもう⼀点、⽬標と実績の整合性を
どのように担保するのかという問題があり
ます。多くの企業では、ネット・ゼロに⾄
る排出削減⽬標は、基本的にマーケット基
準の排出量で設定をされています。再エネ
由来電⼒の調達等による排出量の削減を想
定した形で⽬標が設定されていますので、
実績がロケーション基準排出量のみですと
マーケット基準ベースの⽬標値と整合しな
いという形になり、移⾏計画も含めた開⽰
がつながらないという問題が起きてきます。
こうした観点から考えますと、私はマーケ
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ット基準の排出量は不可⽋な情報かと思っ
ております。 

⼀⽅で、ロケーション基準にもとづく排
出量ですが、契約電⼒ベースの排出係数等
に関する安定的な制度が整っていない国及
び法域があり、⽇本企業でそのような海外
の事業所をお持ちの会社も多いので、純粋
なマーケット基準ベースの排出量を集計で
きないという問題があります。加えて、企
業の削減努⼒、それはリスク及び機会と裏
表ですが、温室効果ガス排出量の増減は、
エネルギー使⽤量の増減と、エネルギー源
の選択等による排出係数という 2 つのパラ
メーターの掛け合わせで決定付けられます。
ロケーション基準ベースの排出量はエネル
ギー使⽤量の増減や操業地域のエネルギー
政策に関するリスク及び機会を表す情報で、
この点を明確に表すことのできるロケーシ
ョン基準の排出量も必要と考えております。
実務的にも、マーケット基準ベースの排出
量を算定している場合、ロケーション基準
の排出量は容易に算定できるはずです。 

最後に、契約証書の情報について申し上
げます。第⼀に、契約証書の開⽰では、そ
もそもマーケット基準で必要な情報は代替
できません。また、企業は⾮常に多くの電
⼒契約を結んでいますので、そのすべてを
開⽰することはできず、その⼀部を開⽰し
ても、意味のある情報は提供できないと思
います。 

以上の点を踏まえますと、マーケット基
準とロケーション基準の排出量報告を標準

的な実務としつつ、両排出量の差異につい
て契約証書の情報等によって説明していく
ことが、企業のリスク機会や削減努⼒を効
果的に説明できる有⽤性の⾼い開⽰であり
ますので、こうした実務が⽇本においても
グローバルにも広がっていくための取り組
みを進めていくことが重要と考えておりま
す。 

 
司 会 ありがとうございます。今回の

論点については、ISSB と同様の取扱いを
定めたうえで、ISSB で開⽰を求めなかっ
た、マーケット基準について、⽇本では有
⽤であると考えられられるため、選択肢と
して追加するという提案を⾏っております。
さまざまなご意⾒があるかと思いますので、
いただいたご意⾒を踏まえて審議を⾏って
いければと思います。 

 

産業横断的指標等（気候関連のリスク及び機会） 

司 会 最後になりますが、産業横断的
指標等の論点です。こちらは、ISSB 基準
の中では気候関連の移⾏リスク及び物理的

リスクに対して脆弱な資産⼜は事業活動の
⾦額及びパーセンテージの開⽰を求めてい
ます。また、気候関連の機会については、

サステナビリティ基準委員会 常勤委員 
 中條 恵美⽒

産業横断的指標等（気候関連のリスク及び機会） 
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気候関連の機会と整合した資産⼜は事業活
動の⾦額及びパーセンテージを開⽰するこ
とを求めています。委員会の審議の中では、
SSBJ 基準の中で、この定めを取り⼊れる
のか、⼜は取り⼊れる場合にどのように取
り⼊れるかについて、さまざまなご意⾒が
ありました。 

この点について、森委員、お願いいたし
ます。 

 
森 まず、前提として、気候関連の

リスク及び機会に対応した資産や事業活動
がどのようなものなのかに関する情報は、
特に投資家の⽅、利⽤者の意思決定におい
ては重要な意味を持つと思います。これは
財務指標との結合的な利⽤という観点から
も重要かと思います。特に、サステナビリ
ティ開⽰及び気候開⽰に関する ISSB の取
組みに 1 つ⼤きな影響を与えたものとして、
責任投資原則（PRI）及び carbon tracker
から公表された「Flying blind」というレポ
ートがあります。この中では、財務諸表に
おける気候リスクの評価が適切かどうか、
隠れた負債やコストがあるのではないかと
いう、機関投資家からの懸念が強調されて
おり、監査⼈に対しても、⾮常に強いメッ
セージが提⽰されています。このような懸
念があることを考えますと、サステナビリ
ティ開⽰のリスク及び機会と、資産や事業
収益との関係性は、何らかの形で⽰してい
くということも必要と思います。 

ただ、⼀⽅で、気候リスクの⼤きさや発
現可能性というのは、同様の事業を営む事
業体で似たような気候リスクの開⽰をする
場合であっても、かなり差が出てくるので
はないかと思います。その意味で、⼀律に
リスクに対応する資産等の⾦額を開⽰する
ことが、必ずしも利⽤者の判断を適切に導
くかというと、そうではない状況もあるの

だろうと思います。 
もう⼀点、我が国における課題としては、

サステナビリティに関してのタクソノミを
導⼊した EU とは違いまして、グリーンか
否かを明確に区別して産業政策や⾦融政策
を推し進めるような動きにはなっておりま
せん。こうした環境を考えますと、リスク
及び機会に対応する資産の定義についての
判断は、企業によってかなり差が出ますの
で、そういった意味で、⼀律の⾦額開⽰を
企業に対して求めていくよりは、リスク及
び機会に対応した資産や事業活動、あるい
はその規模についての説明をしっかりと促
していくということが、投資家の情報ニー
ズや懸念に応えながら、企業における気候
リスクへの戦略的な対応と、財務情報との
実質的なコネクティビティを着実に⾼めて
いただく意味で有益なのではないかと思い
ます。そのような説明的な記述を、ある意
味、データとして補完する情報としての財
務数値が実務の中で広がっていくと、より
良い開⽰になっていくと思っております。 

 
司 会 ありがとうございます。それで

は、勝部委員はこの提案について、どのよ
うにお考えでしたでしょうか。 

 
勝 部 産業横断的指標等については、

TCFD 提⾔のフレームワークに基づく開⽰
項⽬であり、企業にとっても、カーボン・
ニュートラルの取組みを投資家にご説明す
るうえでは、重要な内容だと基本的には思
っています。⼀⽅で、具体的な開⽰の内容
について、その有⽤性と実務負荷のバラン
スは、もう少し議論する余地があると考え
ています。例えば、内部炭素価格や、移⾏
リスク及び物理的リスクにおける定量情報
が挙げられます。内部炭素価格について⾔
うと、確かに将来の炭素価格による事業の
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財務影響や、投資判断影響などを企業がど
のように考えているのかは重要ですが、内
部炭素価格の価格⾃体が本当に有⽤なのか、
という点には少し疑問を持っています。な
ぜかというと、カーボン・プライシングの
制度設計が正にこれからですし、環境価値
市場⾃体も整備の過程にあって、どれぐら
いの価格になるのかも分からないので、お
そらく現段階で内部炭素価格の開⽰をした
ところで、会社によって⼤きく幅がある数
値感になってくると思います。こういった
現状を踏まえ、何が最適な開⽰内容である
かは、今回のパブコメで皆さまのご意⾒も
聞いた上で、議論を深めていく余地がある
と思っています。 

移⾏リスク及び物理的リスクについては、
実際に当社で統合報告書を作るうえで、極
⼒定量化を⽬指しているものの、かなり負
担がかかるのが実態です。また、今後、財
務とのコネクティビティが問われることか
ら、さらに経理部⾨や企画部⾨と調整をし
つつ、数字の精度を⾼めていかなければな
らない、という課題も残っています。した
がって、今回の公開草案で、定性情報で補
完して、投資家にご説明できる内容になっ
たのはベターな提案と考えます。ただこの
点については、これから⾊々な各企業の情
報開⽰のプラクティスが出てくるため、利
⽤者と作成者双⽅にとってメリットのある
事例の蓄積をもとに、将来的にガイドライ
ン等の形で取りまとめられていくことを期
待します。 

 
司 会 ありがとうございます。企業の

取組みとして、定量的な情報開⽰をしよう
とされている中でも、難しい場合があり、
対応をご検討されているところかと思いま
す。審議の中では、定量的な情報ができな
い場合には定性的な情報の開⽰を求めるこ

とも考えられるというご意⾒もありました
が、⾼村委員のご意⾒はいかがでしょうか。 

 
⾼ 村 いまご指摘いただいたのが、気

候関連の移⾏リスク及び物理的リスクにつ
いて、どのような指標で開⽰をするのかと
いう開⽰項⽬についての議論に関わるとこ
ろだと思います。ISSB の国際基準の趣旨
でもあると思いますし、先ほど森さんから
もご指摘があったように、企業が直⾯して
いる移⾏リスク及び物理的リスクについて、
何らかの定量的な情報が⽰されることが、
開⽰をする企業にとっても投資家にとって
も有⽤であるとの理解に⽴っているのでは
ないかと思っています。他⽅で、SSBJ の
基準では、ISSB の開⽰項⽬に 1 つ選択肢を
付け加えた形になると思いますが、移⾏リ
スクあるいは物理的リスクに対して、「脆
弱な資産⼜は事業活動の規模に関する情報」
というものを開⽰項⽬に追加して⼊れてい
ると思います。何らかの定量的な情報が利
⽤者にとって⾮常に有⽤であるという側⾯
があるとともに、ISSB の基準⾃⾝もかな
り⼀般的な定義をしており、ある意味で開
⽰する企業に裁量の余地を与えていると思
っておりますが、どういう情報が適切で、
どういう⽅法論で脆弱な資産⼜は事業活動
の⾦額あるいはパーセンテージ⼜は規模を
⽰していくかは、開⽰をする企業が模索を
されている過程にあるように思います。例
えば、物理的リスクについて、気温が上が
ったときに屋外で労働される従業員が多い
業種の企業は、労働コストの上昇などの形
で、実際にそれは財務にも影響があると思
います。特に、建設関係の企業は、暑熱に
よって労働時間を短縮する必要がある、従
業員の数を増やす必要があるなど、それら
がどのような形で財務に影響を与えるのか
を定量的に⽰そうと、⼀定の⽅法論を作っ



国内基準開発  
  

16 

てらっしゃいます。暑熱という特定の物理
的リスクについて、そのような模索がされ
ていると思いますが、物理的リスクについ
ても移⾏リスクについても、業態によって
も、⾊々なものがあり、さまざまな⼿法で
財務影響を試算し得ると思います。これは、
開⽰をされる企業の実践の蓄積、それから
それを読み込まれる投資家の皆様の経験の
蓄積によって洗練されていくように思いま
す。その意味で、今回の SSBJ の公開草案
は、特定の⽅法論を⽰すというよりは、開
⽰をされる企業に⼀定の裁量を与えるよう
な⼀般的な定めになっていると考えており
まして、それは、いま申し上げた今後の開
⽰の蓄積、投資家の皆様との対話を通じて
改善をしていくことが織り込まれた定めに
なっていると思っております。この規定ぶ
りは意⾒をいただきたいポイントでもある
と思っています。 

もう 1 つは、内部炭素価格についてです。 
これは、委員会の中でも随分議論があった
点だと思います。既に、意思決定に⽤いて
いると開⽰されている企業も増えておりま
すし、TCFD 提⾔に基づく開⽰あるいは
CDP への対応などで進んできていると思

います。私の理解では、投資家の皆様から
⾮常に有⽤な情報であるという評価をされ
ていると思います。国際基準でも SSBJ の
公開草案でも、内部炭素価格の開⽰は、⽤
いていない企業に内部炭素価格を設定して
開⽰することを求めるわけではなく、⽤い
ている企業に、どのように使っているかを
開⽰することを求めるもので、企業に過度
の負担をかける開⽰項⽬ではないと思って
います。懸念される点の 1 つに、例えば、
内部炭素価格の⽔準だけを⾒て企業の取組
みの優劣ないし評価を決めるのではないか
ということがありますが、そのような使わ
れ⽅は想定されていないと私は期待をして
います。つまり、先ほどのスコープ 3 の排
出量と同じですが、内部炭素価格に関する
情報を開⽰する企業と投資家の間で、意味
ある対応を進めるための⼿段及び情報とし
て有⽤なものとして、必要な開⽰項⽬だと
思っております。 
 

司 会 ありがとうございます。可能な
限り定量的な情報を開⽰することが有⽤で
あるという⼀⽅で、その⾦額がどのように
受けとめられるかを、作成者の⽅々は懸念
されているところもあるかと思いますが、
宮坂委員、ご意⾒いただければと思います。 

 
宮 坂 産業横断的指標等のリスク及び

機会について、今回の公開草案は、私とし
ては妥当な案であると思っています。戦略
のパートに財務的影響の開⽰を求める要求
事項があると思いますが、そこでは定量情
報を開⽰できない場合の定めがある⼀⽅で、
ここのリスク及び機会については、IFRS 
S2 号の結論の根拠において、測定の不確
実性を伴うことによって課題に直⾯する場
合があるというコメント提出者の意⾒が掲
載されているものの、それを受けての定め

東京⼤学 
未来ビジョン研究センター 教授 

⾼村 ゆかり⽒
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であることがなかなか読み取れず、合理的
で裏付け可能な情報を⽤いるということを
もって対応しているようにも⾒えます。し
たがって、それ以上の理解が深まるような
解説がなかったという印象を受けています。
先ほどもありましたが、本項⽬において
「脆弱な」や、「整合した」という定義が
やはり明確ではなく、特に、⾦融機関にお
いて脆弱な資産というと、顧客そのものを
指してしまうようなケースもあるため、こ
の項⽬の定義や解釈については、今後の明
確化や実務の成熟を期待したいところであ
ると思っています。SSBJ の議論において
事務局の皆様から、この点 ISSB は TCFD
提⾔の内容をそのまま取り⼊れたと⾔うこ
とも伺いましたが、TCFD 提⾔が任意のフ
レームワークであるのに対し、我々の場合
は法定開⽰を前提とした基準開発であり、
定義が明確でないまま定量情報を求めると
いうのはやはり慎重にならざるを得ないと 
考えますので、今回、規模に関する情報に
ついても認めることは、公開草案として妥
当と思っています。 

 
司 会 ありがとうございます。国際的

にも「脆弱な」や、「事業活動」の定義が
明確ではないという意⾒もあると聞いてい
ます。 

これらは、これまで TCFD 提⾔でも開⽰
が推奨されてきましたが、利⽤者の⽴場で、
定量的情報の有⽤性について、菊池委員か
らご意⾒いただけますか。 

 
菊 池 TCFD 提⾔の話が繰り返し出て

きましたので、TCFD 提⾔における開⽰が
どうなっているかについてお話しようと思
います。開⽰されている項⽬をグローバル
と⽇本の主要企業だけで⽐較してみると、
戦略に関しては⽇本の⽅が、グローバルと

の⽐較で積極的に開⽰を⾏っている傾向が
出ている⼀⽅で、指標及び⽬標に関しては、
グローバル⽐較で⽇本はやや劣後している
という状況が、数字上はあります。TCFD
のステータス・レポートや、東京証券取引
所の調査による数字を⽐較してみると、こ
の状況を確認することができると思います。
その開⽰内容のプラクティスがどうなのか
を⾒てみると、⽇本においてベスト・プラ
クティスとして取り上げられるような企業
と、TCFD のステータス・レポートでベス
ト・プラクティスとして取り上げられる企
業の実例において、単⼀の数字で開⽰され
ているものが、現時点では少ないという状
況になっていると思います。実務上は、
high・mid・low のような⽔準感や規模感
を開⽰している例が実は多いのではと私は
委員会の中でも発⾔をしましたが、このよ
うな現状をどのように考えるのかという議
論が、ISSB には若⼲薄かったのではと感
じています。ISSB 基準に⽰されている具
体的な例では、企業活動の⼀部を切り出し
たようなものが多く、企業全体としてどの
ような開⽰を⾏うかの参考例には必ずしも
なっていなかったところがあると思います。
したがって、まさにリスクと機会における
課題をどのように読み取っていくか、どの
ように対応していけば良いのかという難し
い問題があると思います。 

ここから先がユーザーとしての話となり
ますが、気候変動に関するリスクに関して、
物理的リスクと移⾏リスクのそれぞれのリ
スクの開⽰における難易度を分けて考える
必要があるのではないかと思っています。
物理的リスクに関しては、業界によっては
完全にモデル化をし、物理的リスクの開⽰
について⼀定の統⼀化を⽬指していらっし
ゃるようなところもあり、定量化の努⼒は
進みつつあると認識しています。⼀⽅で、
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移⾏リスクに関しては、シナリオ分析のよ
うなものもかなり取り⼊れざるを得ないと
いう現状があるので、難易度は依然として
多くの産業で⾼いのだろうと思います。し
たがって、何をもって規模とするのかにつ
いては議論があるかとは思いますが、規模
という概念を⼊れた SSBJ 基準は、投資家
としても現実解として賛同できるものでは
ないかと考えています。ただ、⽬指すべき
ところを単⼀の数字とするならば、⽇本に
おいては、さまざまな企業が出す数値との
関係性も考えないといけないと思っていま
す。⽇本における情報開⽰で特徴的なのは、
売上や利益の予想を⼤半の会社が出されて
いるところと、中期経営計画という名のも
とに 3 年先・5 年先の⽬標数字を実数とし
て開⽰されている企業が多いことです。こ
のような開⽰は、グローバルでみると少数
派で、ここでの要求事項が、企業の⽬標数
字の開⽰にどのような影響をあたえるのか
という議論が少し置いていかれていると思
います。具体的には、リスクとして定量的
な数字を出している限り、中期経営計画に
おいてどのような影響があるのかというよ
うな議論を惹起してくる可能性があるため、
企業と投資家の間で、解決策について議論
を進める必要があると考えています。 

最後に、ユーザー側の希望として 1 つだ
け付け加えさせていただくと、多岐にわた
る情報開⽰を求める基準になっているため、
懸念するのがボイラー・プレート化という
ことであります。開⽰だけは素晴らしいけ
れど、ユーザー側にとってはあまり参考に
ならない内容になってしまうと意味があり
ません。それぞれの企業の経営に即した、
いわゆる本当にマテリアルな情報とは何な
のかという観点を突き詰めて開⽰していた
だければと思っています。また、リスクは
ある程度⾊々なスタンダードやガイダンス

を参照しながら共通の開⽰が必要になって
くると思いますが、機会に関してはむしろ
それぞれの個社独⾃の⽬線の⽅が重要にな
ってくることも少なくないと思いますので、
脱ボイラー・プレートを⽬指したこの基準
の使い⽅を考えていただければ、ユーザー
側としては⾮常に良い開⽰になるのではな
いかと期待をしています。 

 
司 会 ありがとうございます。物理的

リスクと移⾏リスクの開⽰の難しさの違い
など、さまざまな観点で、事例を分析いた
だきありがとうございます。 

TCFD 提⾔の開⽰でも⾦額やパーセンテ
ージについて、単⼀の数値を開⽰する事例
はまだ少ないということですが、作成者の
⽅々としては、そのような要求事項がある
と真摯に受けとめられるかと思います。こ
の点について、峰雪委員、どのようにお考
えか伺えますか。 

 
峰 雪 いま仰られたとおり、作成者側

は、基準として出る以上は真⾯⽬に取り組
むというのが、⽇本の企業の基本的なスタ
ンスだと思っております。そうした中で、
皆様が述べられたように、移⾏リスクや物

⽇本製鉄(株) 財務部部⻑ 
峰雪 輝史⽒
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理的リスクに対して脆弱な資産の定義とは
⼀体何なのかという点が⾮常に曖昧模糊と
しているため、どのような場合に開⽰する
のかというトリガーが、作成者としてイメ
ージできていません。私は企業会計に⻑く
携わってきていますが、例えば、減損会計
になった資産と何が違うのか、そのような
境⽬が出てくるのではと思っております。
そのあたりのもう少し具体的なガイダンス
のようなものが必要ではないかという意味
で、私は基準として⼊れるのは構わないが、
その適⽤については当⾯⾒合わせるべきで
はと思っております。改めて考えるに、財
務情報と⾮財務情報のコネクティビティは
⾮常に重要なアイテムだと思いますし、そ
れを全く否定するものではありませんが、
財務情報は、最近でこそ減損会計で将来価
値を考慮するなど⾒積りといった将来情報
の要素は⼊ってきているとは⾔いながらも、
ベースにあるのは実績情報である⼀⽅、サ
ステナビリティ情報は、実績というよりは
将来、それも相当⻑期で不確実性が⾼い情
報であり、これらをどう結び付けるのかと
いうのは、この産業横断的指標等だけに限
らず、全体を通じての課題と感じていると
ころであり、そのあたりの議論を⽇本だけ
でなく、国際的にも、もう少し煮詰める必
要があるのではないかと思っております。
そのように考えると、脆弱な資産を開⽰し
たけれども、実際には脆弱資産ではなかっ
た場合や、脆弱な資産として開⽰しなかっ
たけれども、実際には減損会計を適⽤しな
ければならなくなった場合などの責任の有
無や所在をどう考えるのかという点は、サ
ステナビリティ情報は⼀般的に不確実性が
⾼いだけに、このような責任論が⽣じる可
能性は相当あると思っています。この論点
は、⾦融審議会「サステナビリティ情報の
開⽰と保証のあり⽅に関するワーキング・

グループ」でも議論されていくのではない
かと思いますが、やはりセーフハーバー・
ルールの充実もセットで議論していかない
と、作成者側としては書くことのリスク・
書かないことのリスク、双⽅のリスクが⼤
き過ぎるのではないかと考えております。
そのあたりの議論の進捗とあわせて適⽤の
時期を考えていくべきではないかと感じて
おります。 

あともう 1 つあるのは、このような情報
が、投資家の皆様の意思決定に具体的にど
のように活かされていくのかというところ
が、作成者側として、いま⼀つ理解しきれ
ていません。定量的情報が開⽰されると、
数値そのものの妥当性を評価することが難
しいでしょうから、どうしても⽐較可能性
の中で、数値の多寡だけで意思決定される
ことが多いのではないかと思ってしまいま
す。このように定量的情報の背景にある考
え⽅等の定性的情報があまり配慮されずに
定量的情報が独り歩きをしていくことに対
する懸念があるので、作成者の⽴場と投資
家の⽴場について、公開草案のパブリッ
ク・コメントを通じてすり合わせをもう少
しできたらと思っております。そのあたり
はリスク及び機会に対する脆弱資産等だけ
でなく、内部炭素価格の絶対値そのものに
関しても同じことが⾔えるのではないかと
思っており、内部炭素価格制度をどのよう
な考え⽅のもとで企業経営に活⽤している
のかという定性的情報に基づき投資判断す
ることは可能ではないかと思っております。
このように、定量的情報の開⽰に関する実
務負荷と有⽤性のバランスについて引き続
き議論させていただければと思います。 

 
司 会 ありがとうございます。皆様、

産業横断的指標等に関して定量的な情報を
開⽰するということについては、望ましい
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というお考えかと思います。⼀⽅、ISSB
が基準化した内容では⼗分な定義がなされ
ていない中で、SSBJ 基準としては、⾦額
⼜はパーセンテージの他に、その考え⽅を
取り⼊れたうえで開⽰できる情報を開⽰し
ていくために規模に関する情報の開⽰を取

り⼊れたということについては、実務的な
観点では、コンセンサスが得られる内容で
はないかと思っています。ただし、さまざ
まなご意⾒があるかと思いますので、公開
草案に寄せられたコメントを踏まえて、審
議をしていきたいと思います。 

その他のコメント

司 会 最後になりますが、全体を通じ
て、これから公開草案を読む⽅に、ご意⾒ 

をお寄せいただきたい点や、お伝えした
メッセージがあれば、いただければと思い
ます。それでは、勝部委員からお願いいた
します。 

 
勝 部 繰り返しになるかもしれません

が、企業にとってカーボン・ニュートラル
を進めるうえで、温暖化対策や GX 等の⾏
政の制度設計と、投資家からのご意⾒とい
うのは、双⽅とても重要なドライバーにな
っています。特に、投資家向けの情報開⽰
に関して⾔うと、気候関連のリスク及び機
会の開⽰が求められていますが、リスク側

ではリスクの顕在化を防ぎ、⼜はボラティ
リティを抑え、機会側では事業成⻑の可能
性を戦略に落とし込み、さらにはこれらの
情報を投資家とのエンゲージメントを介し
て精錬させていくという、会社にとっても
⾮常に意義のある活動であると思います。
先ほど菊池委員からボイラー・プレート化
の話が出ましたが、開⽰すること⾃体を⽬
的化するのではなく、各企業の戦略を、投
資家とのエンゲージメントにより理解を深
め、フィードバックを介してさらに改善し
ていくという正のループに有効なツールに
することが理想像と考えています。この意
味で、⾊々な⽅のご意⾒をいただき、実際
に開⽰事例の積み上げを加味して、さらに
良いものにしていくために継続した議論が
必要と思います。 
 

司 会 ありがとうございます。それで
は、菊池委員、お願いいたします。 

 
菊 池 投資家がどのように開⽰された

情報を使うのかといった質問がたくさん出
てきましたので、そのうちの⼀部に回答し
たいと思います。例えば、内部炭素価格に
関して、本当に投資家は必要なのかという
意⾒をいただいたと認識をしています。基
本的な考え⽅としては、内部炭素価格を含
め経営判断に使っているものは、情報の⾮

東京電⼒ホールディングス(株) 
秘書室 社⻑付部⻑ 

勝部 安彦⽒

その他 
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対称性をなくすという意味で、ぜひ開⽰し
ていただきたいということです。もちろん
企業秘密であるとか、参考程度で、経営判
断にはあまり使っていないこという情報で
あれば開⽰する必要はないと思いますし、
内部炭素価格に関しては、もし使っていな
いのなら開⽰する必要はないという基準案
になっていると思います。なぜこのような
数字まで必要なのかというと、企業がさま
ざまな投資をどういう基準で考えるのかと
いう点と密接に関係してくるからであり、
投資家という⽴場では⾮常に重要な情報に
なります。それから、内部炭素価格をはじ
めとして、その数字を出したら独り歩きす
るのではないか、というご懸念に関しては、
経営戦略とセットでの開⽰が重要になって
くると思います。経営戦略との関連が不明
確なまま数字だけが開⽰されると、独り歩
きしてしまうという現象に繋がってくると
思いますので、企業がそれぞれ何を考えて
いるのかというストーリーの中で、明⽰的
に数字を説明に使っていただくという格好
になれば、投資家にとっても⾮常に有⽤な
開⽰になると思います。 

経営戦略との関連という点では、つなが
りということを、気候変動の開⽰に関して
も重視していただきたいと考えています。
4 つのコア・コンテンツのつながりについ
ては語られることが少なく、つながりとい
うと財務とサステナビリティのつながりと
いうことばかりに議論がなりがちなのです
が、ISSB の中にもつながりはこういうこ
とも指すというのは書いてあったと思いま
す。4 つのつながりが明確になることによ
って、先ほど申し上げた経営戦略との関連
性が明確に出てくると思いますので、コ
ア・コンテンツ間のつながりも重視してい
ただきたいと思っています。 

最後に 1 つ、こういった気候変動開⽰が、

企業経営にプラスに働かないと意味がない
と思います。「開⽰のための開⽰」という
表現が使われることがありますが、これで
は本当に負担を増やすだけになってしまう
ため、いかに企業経営にプラスに使ってい
くかという視点が求められると思います。
気候変動をはじめとするサステナビリティ
情報の開⽰に取り組むことで、企業組織に
横串を⼊れることができるのではないかと
いうことや、デジタル・トランスフォーメ
ーション（DX）の推進のきっかけに使え
るのではないかと個⼈としては訴えている
のですが、企業経営にいかにプラス効果を
⽣み出すかという観点でこの基準を使って
いただくと、議論に関与したものとしては
⼤変ありがたいと思っています。 

 
司 会 ありがとうございます。それで

は、⾼村委員、お願いいたします。 
 
⾼ 村 3 点申し上げたいと思います。

1 点⽬は、「適⽤基準（案）」と「⼀般基
準（案）」の両⽅と合わせて「気候基準
（案）」を読んでいただきたいということ
です。宮坂さんのご発⾔の中にもあったか
と思いますが、「合理的で裏付け可能な情
報」や、開⽰が求められる「重要性のある
情報」、これらはあくまで代表的なもので
すが、サステナビリティ開⽰基準の「適⽤
基準」と「⼀般基準」も踏まえて気候開⽰
をしていただくという作り付けで基準も開
発してきましたし、その中での⽤語の定義
あるいは考え⽅も踏まえて、この公開草案
を⾒ていただきたいというのが 1 つ⽬です。 

それから 2 つ⽬は、⾊々な具体的なテー
マのところでお話がありましたが、サステ
ナビリティ情報あるいはその開⽰は、これ
までの財務情報とかなり異なるタイプの情
報であり、ある意味で確⽴した財務情報の
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開⽰とその監査及び保証とは、maturity の
⽔準が違う、そうした情報に関する開⽰で
あり、開⽰基準だと思います。そのような
意味では、⽇本的にはなじみがないかもし
れませんが、基準を⽤いて実践しながら改
善をしていくという基準開発の発想に割り
切った⽅が良いのではと個⼈的に思ってお
ります。⾔い⽅を変えると、開⽰をする側
にとっても、どう開⽰していくか、情報を
使われる投資家の側も、この基準をどのよ
うに使って企業の評価をしていくかについ
て、双⽅にまだ課題もあると思っておりま
して、開⽰の実践を通じながら、開⽰され
る情報と基準の改善をしていくものと考え
て、対応した⽅がよいのではないかと思っ
ています。 

最後に、先ほど峰雪さんがお話された点
に関わりますが、サステナビリティ情報と
これまでの財務情報との違いを踏まえたと
きに、保証がどうなるか、どこまで求めら
れるか、どの情報についてどのような⽔準
で求められるかによって、企業として開⽰
の容易さや負担も変わってくると思います。
それは保証する側である、監査法⼈や公認
会計⼠の⽅々にとっても同様です。その議
論は⾦融審議会「サステナビリティ情報の
開⽰と保証のあり⽅に関するワーキング・
グループ」で⾏われるだろうと思いますが、
サステナビリティ情報の保証について、基
本的な考え⽅、政策的な⽅向性をしっかり
と議論して決めていくことが、SSBJ がよ
り良い開⽰の基準を作っていくうえで⼤変
重要かと思っています。 

 
司 会 ありがとうございます。それで

は、峰雪委員、お願いいたします。 
 
峰 雪 総論の観点からは、世界的にサ

ステナビリティ情報の開⽰基準がアルファ

ベット・スープだと⾔われている中で、国
際基準との整合性という前提はあるものの、
今回⽇本版としても、ある 1 つの形を提⽰
したことに関しては、⾮常に有意義な基準
であると思っております。そうした中で、
実績情報中⼼の財務情報と、将来情報が中
⼼になってくるであろう⾮財務情報を、ど
うコネクトしていくのかについては、息の
⻑い議論になると思っております。また、
企業会計基準は、既にある実務慣⾏を集約
したという、ある⼟台があった上での基準
であるのに対して、サステナビリティ情報
の開⽰基準は、何もないところから作って
いるという違いもあろうかと思います。こ
れらを踏まえると、サステナビリティ情報
の開⽰基準が、いきなり 100 点の基準にな
るとも思えませんし、そのような基準に従
った開⽰も、いきなり 100 点ということに
もならないのではと思います。さきほど⾼
村委員も述べられたように、作りながら良
くしていく、幅を許容するようなスタート
の仕⽅について、保証との兼ね合いで難し
いのかもしれませんが、そういった試⾏錯
誤、トライ・アンド・エラーをしながら情
報開⽰の品質を向上させていくことが重要
なのではと思っています。 

⼀⽅、各論の観点からは、スコープ 3 の
カテゴリーや、スコープ 1、スコープ 2 及
びスコープ 3 の間のバランスなどは、産業
ごとに振れ幅がかなり⼤きいのではないか
と想定されますので、その辺の配慮を含め
た基準の設定であったり、運⽤であったり
できないかと思っております。引き続き皆
様と議論していきたいと考えております。 

 
司 会 ありがとうございます。それで

は、宮坂委員、お願いいたします。 
 
宮 坂 個別テーマについて申し上げま
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す。意⾒が分かれた項⽬の中で、スコープ
1、スコープ 2 及びスコープ 3 の合計値が
あったかと思います。結局、公開草案とし
ては、合計値を求めることになりましたが、
その背景としては、利⽤者の⽴場としては
その合計を把握して企業理解をすることや、
企業が⽬標設定をしているケースがあるこ
と、あるいは数字を⾜すだけなので容易と
いうことがあるかと思います。⼀⽅、結論
の背景にも記載がありますとおり、スコー
プ 1、スコープ 2 及びスコープ 3 について、
削減に向けたマネジメント・アプローチな
どがそれぞれ異なる場合もあり、画⼀的に
要求するのは望ましくないのではないかと
いうこともあったかと思います。例えば、
私どもは、4 ⽉ 1 ⽇に Climate Report を発
⾏し、改めて⾃社のスコープ 1、スコープ
2 及びスコープ 3 を開⽰していますが、⾦
融機関の場合、ファイナンスド・エミッシ
ョンが⾮常に⼤きくなることは、ご理解の
とおりかと思います。投融資先のスコープ
1 及びスコープ 2 を集計した当社のスコー
プ 3 は、スコープ 1 及びスコープ 2 の 1,000
倍という結果が出ています。さらに、投融
資先のスコープ 3 まで含めた当社のスコー
プ 3 は、スコープ 1 及びスコープ 2 の 5,000
倍となっています。加えて、私どもの投融
資先のファイナンスド・エミッションのデ
ータ収集は、1 年遅れになることがもうほ
ぼ⾒えていますが、こういったことを踏ま
えると、これを合算すると、やはり逆にそ
の判断を誤らせることもあるのではないか
ということを改めて申し上げたかったとい
うのが 1 つです。 

もう 1 つ、公開草案が公表されて、実際
に⾃社に当てはめる、⾃社内で周知すると
いったことで、改めて基準を⾒直している
のですが、やはり皆様がお話されたように、
「適⽤基準（案）」にある、バリュー・チ

ェーン、重要性、リスク及び機会、合理的
で裏付け可能な情報といった⽤語は、⾮常
に解釈が難しいと実感しています。これま
では任意開⽰だったので、⽐較的阿吽の呼
吸でできていたものが、⽂書化やしっかり
としたプロセスの構築が求められるという
ことかと思っています。確か委員会の場で
も、開⽰基準であって、新たな取組みを求
めるものではない、というご説明があった
かとは思います。とはいえ、やはり基準に
準拠した開⽰に取り組もうとなると、決し
てそれだけでは済まない部分があると思い
ますし、開⽰をテコに取組みを⾼度化して
いくということに繋がっていくと良いと思
っています。 

 
司 会 ありがとうございます。では、

森委員、お願いいたします。 
 

森 基準策定の議論に参加させてい
ただく中では、「意味のある開⽰」に向け
た取組みをどうサポートできるか、という
ことを常に意識しています。最も避けるべ
きは、ボイラー・プレート化した開⽰であ
り、過度に保守的な実務が広がってしまう
状況であると考えています。誰にとって
「意味がある開⽰」かというと、直接的に
は、情報利⽤者である投資家の⽅にとって
ですが、本質的には、企業にとって、そし
て、より広く資本市場、さらには社会全体
にとっても有意義な開⽰となることが重要
と思います。そもそもサステナビリティ開
⽰が必要とされるのは、気候変動などのサ
ステナビリティ関連リスクが顕在化してい
る状況において、そのリスク及び機会の状
況を明らかにすることによって、資本市場
における資源配分を通じた形での円滑な移
⾏をサポートしていくような仕組みが必要
だからです。そのような観点から考えます
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と、基準による開⽰実務の底上げと⽐較可
能性確保は重要である⼀⽅で、開⽰が過度
に⽐較可能性に焦点を当て過ぎること、基
準への形式的な準拠のみが優先されてしま
う状況は望ましくなく、企業の状況を適切
に反映し、重要性のある課題に焦点を当て
るとともに、企業における価値創造プロセ
スを前提とした、つながりのある開⽰が広
がり、そうした実務が継続して発展してい
くことが重要なのだろうと思います。 
 例えば、企業としてどのような気候変動 
のリスク及び機会を認識しているのか、ビ
ジネス・モデルの転換やイノベーションを
含む戦略をどう構築しているか、どのよう
なアクションを取っていて、その結果とし
ての実績がどうか、こうした経営を⽀える
マネジメント体制やガバナンス体制がどの
ように構築されて、運営されているのか、
これがまさに IFRS S2 号及び我々の気候開
⽰の基準の⼤きな構成です。IFRS S1 号
「サステナビリティ関連財務情報の開⽰に
関する全般的要求事項」の結論の根拠では、
企業の外部環境やビジネス・モデル、戦略
に反映した形でリスク及び機会を評価して
いくことが必要であることが強調されてい
ます。抽象的な表現となりますが、⼀歩踏
み込んだ開⽰、前向きな開⽰が広がってい
くための後押しや環境整備も必要と思いま
す。 

制度開⽰となり、基準に対しての準拠が
求められ、さらに第三者からの保証が付さ
れていくと、報告主体や保証主体に責任が
発⽣します。開⽰情報の信頼性を確保する

うえで、責任関係が明確になることは重要
なことですが、その⼀⽅で、先ほどご指摘
があったセーフハーバーが必要なところに
ついては、制度上担保していくことも考え 
られます。また、保証についても、監査と 
同じような保証のアプローチで本当に良い
のかという問題があるかと思います。何に
対して、どのような観点で、どのようなア
プローチで保証していくのか、利⽤者のニ
ーズにかなう保証は何なのだろうか、とい
ったところを、しっかりと検討していく必
要があると思っています。 

 
司 会 ありがとうございます。 
公開草案⾃体は、国際的な基準との整合

性を重視したような提案となっていますが、
その背景としてどのような議論が⾏われて
いたのか、また基準の提案だけでなく、制
度や運⽤も含めてどのようなお考えのもと
で案を出されていたのかがよく理解できま
した。この座談会が、今後、公開草案に対
してコメントをお寄せいただく⽅の参考に
なると考えております。 

それでは、以上をもちまして座談会を終
了させていただきます。本⽇はご意⾒いた
だきまして、誠にありがとうございました。 

 
（本座談会は、2024 年 4 ⽉ 4 ⽇に開催され
ました。） 

以 上 
 

 


